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２０１３年５月２４日

大津市議会

代表 様

日本共産党大津市会議員団

団長 塚本 正弘

政策検討会議要綱改訂についての見解

日本共産党大津市会議員団は、政策検討会議は各会派の代表者が委員会などの枠

組みを越えて、それぞれの意見を交わし合う場として貴重な機会であると理解して

います。

今般、議会運営委員会において政策検討会議設置要綱の見直しが提案されたとこ

ろですが、先般の「大津市子どものいじめを防止する条例」制定に当たっての議論

経過から、政策検討会議を発足させる際の目的に照らしても議会活性化の方向性と

しても今回の改定の考え方に、以下のような問題があると考えます。

そこで今後の政策検討会議のあり方を市議会として、あらためて議論することを

求めるものです。

（問題点）

①そもそも議会は、意見・政策の異なる「政党・会派」によって成り立っており、

そうした構成の中で一つの条例、政策などを形成していこうとするのであるから、

一致点を大切にするという基本的な姿勢がなければ、この政策検討会議そのものが

成り立たないと考えます。

政治倫理条例の場合にはそのような運営が心がけられたと思いますが、今回のい

じめ防止条例では、座長が自らの提案に固執するなど、一致点を大切にする運営が

貫かれたとは言いがたい会議運営でした。一致点を大切にするという原点について

あらためて確認することを求めます。
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②政策検討会議は、「政策検討会議全体会」とあるように、委員だけが構成員では

ありません。議会全体の英知を結集するという点では、全体会の場で意見を述べた

り、質問ができたりすることは当然のことであり、民主主義の観点からいっても「協

議し」の文言を削除する要綱改訂は認められません。

③よく議論した上であっても、一致点が形成できないということも当然予想され

ることであり、その場合の処理の仕方を明らかにしておく必要があります。そもそ

も全会派が一致してはじめることが政策検討会議の出発点ですから、一定の段階で

合意形成ができないとなったら、政策検討会議を中止することは当然のことです。

出口を決めて（何が何でも条例の制定ありきで）会議運営をするべきではありませ

ん。自治法上の議員提案の権限はあるのだから、その後は有志会派で政策作成や議

案提案を行えば良いのではないでしょうか。従って、要綱改定案にあるような委員

の辞任ができないとする規定そのものがこの精神に反するものといわなければなり

ません。

以上のような観点から改定案には賛成できないと考えるものです。指摘した点が

確認できないのであれば、日本共産党大津市会議員団は政策検討会議のあり方その

ものに問題があると考えるため、今後政策検討会議には参加しない方向であること

を表明します。

以上


